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船舶事故調査報告書 

 

                            令和２年９月９日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（灯標） 

発生日時 令和元年１０月１４日 １４時１２分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港第５区（名古屋港東航路第６号灯標） 

 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位１５６°１.７海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°５８.９′ 東経１３６°４８.９′） 

事故の概要 押船第三十五福徳
ふくとく

丸は、被押起重機船徳
とく

龍
りゅう

と押船列を構成し、徳

龍に作業船第二十六福徳丸及び作業船第二十五福徳丸を横抱きした状

態で航行中、第二十六福徳丸が灯標に衝突した。 

第二十六福徳丸は、船首部外板に塗装の剥離等を生じ、また、灯標

は、プラットフォームの床板に曲損等を生じた。 

事故調査の経過 令和元年１０月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第三十五福徳丸、１９トン 

２４０－６６５３０愛知、株式会社河崎海事（Ａ社） 

１３.９８ｍ（Lr）×６.００ｍ×１.８０ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１,５１８kＷ（合計）、平成２８年３月 

Ｂ 起重機船 徳龍、１,７０９トン 

   なし、Ａ社 

   ５６.５０ｍ×２２.００ｍ×４.００ｍ、鋼 

   なし、不詳 

Ｃ 作業船 第二十六福徳丸、１９トン 

２４３－４０５０６愛知、株式会社キヌウラリース工業、Ａ社

（船舶借入人） 

１３.９０ｍ（Lr）×５.８０ｍ×１.８０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、４４８kＷ、平成２８年２月 

Ｄ 作業船 第二十五福徳丸、５トン未満 

２４３－３５００２愛知、Ａ社 

９.５０ｍ（Lr）×３.４０ｍ×０.９５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２１３.３kＷ、平成１３年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 
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一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成９年６月３０日 

免許証交付日 平成２９年４月３日 

         （令和４年６月２９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ エンドローラー及び船首部外板に塗装の剥離 

Ｄ なし 

灯標 プラットフォームの床板及び昼標板に曲損、防護枠に破断及び

曲損、マーキング装置取付け部（２か所）に曲損、灯火高調整

用ユニットガードリングに全損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約３m/s、視程 約２Ｍ 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期（１８時１３分ごろ

満潮、大潮）、潮高 約１２４cm（名古屋）、潮流 北東流約

０.６ノット（kn） 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ｂ船は、甲板員２人が乗り、

‘Ａ船の船首部をＢ船の船尾凹部に嵌合
かんごう

した押船列’（以下「Ａ船押

船列」という。）を構成し、Ｃ船をＢ船の右舷船尾部に、Ｄ船をＢ船

の右舷船首部に横抱きした状態とし、名古屋港第４区飛鳥ふ頭Ｕ５桟

橋を撤去する目的で、令和元年１０月１４日１１時００分ごろ愛知県

常滑市常滑港の係船場所を出港した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船押船列の状況 

 

Ａ船押船列は、１３時４２分ごろ‘名古屋港第５区の名古屋東航路

（以下「本件航路」という。）の南東端に設置されている本件航路第

２号灯標（以下、灯標については「本件航路」を省略する。）付近に

向けて針路を約０３５°の自動操舵とし、約５kn の対地速力で航行し

た。 

船長は、第４号灯標を右舷船首方に認め、１３時４６分ごろ、第２

号灯標を右舷正横に見て通過し、次の第６号灯標（以下「本件灯標」

という。）が右舷船首方に見え始め、ＧＰＳプロッターで船位が本件

航路上右側端付近にあることを確認した。 

Ｂ船 

Ｃ船 

Ａ船 

船尾側 船首側 

Ｄ船 
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船長は、北東の潮流がふだんよりも速いと感じ、ＧＰＳプロッター

の進路表示線が本件航路の針路線よりも３～５°右方に向いていたの

で、自動操舵の設定針路を左方に３～５°当て舵を取って航行中、１

３時５８分ごろ、第４号灯標を右舷正横に見て通過し、ＧＰＳプロッ

ターの進路表示線が本件航路の針路線に沿っていることを確認した。 

船長は、船尾方から船が来ていないか気を配っていたところ、Ｂ船

の右舷船首側にいた甲板員からトランシーバーで本件灯標との距離が

近いという報告を受け、Ａ船押船列が右舷方約１０°約１５０ｍの距

離にある本件灯標に向かって接近していることに気付いた。 

Ａ船押船列は、船長が、左舵一杯を取った後、船尾が右方に押され

て更に本件灯標に接近する状況となったので、キックで避けようとし

て右舵を一杯に取ったが、１４時１２分ごろＣ船の船首部が本件灯標

に衝突した。 

 Ａ船押船列は、本件航路の東方に出て停止し、船長が電話でＡ社担

当者に本事故発生の報告を行い、名古屋港海上交通センターに通報を

依頼した後、Ｕ５桟橋に到着した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船押船列、写真２ Ｃ

船、写真３ 本件灯標の損傷状況（１）、写真４ 本件灯標の損傷

状況（２） 参照） 

 その他の事項 本件灯標は、本体上部の外周の直径が３.５ｍで、防護枠の高さが

海面から約３.３ｍであった。 

船長は、約３０年間、押船又は引船に乗船しており、起重機船を押

航して本件航路を航行する経験を多数回有していた。 

船長は、ふだん、Ａ船押船列で本件航路を航行する際、速力が遅い

ので、後方の他船に邪魔にならないようにできる限り本件航路の右寄

りを航行していた。 

船長は、Ａ船のＧＰＳプロッターでは、進路表示線の表示に一定時

間の遅れが生じていたので、速い北東の潮流で圧流され、Ａ船の更新

された進路表示線の表示が遅れ、本件航路の針路線よりも右方に外れ

ていることに気付くのが遅れたのではないかと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船押船列は、北東の潮流で圧流されている状況下、本件航路を約

５kn の速力で北東進中、船長が、左方に当て舵を取っていたことによ

り本件航路の針路線に沿って航行していると思い、船尾方に意識を向

けて航行を続けたことから、本件灯標に接近し、本件灯標に接近して

いることに気付くのが遅れ、Ｃ船と本件灯標とが衝突したものと考え

られる。 
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 船長は、ＧＰＳプロッターの進路表示線の表示に遅れが生じていた

ことから、Ａ船の更新された進路表示線が本件航路の針路線よりも右

方に外れていることに気付くのが遅れたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、北東の潮流で圧流されている状況下、本

件航路を約５kn の速力で北東進中、船長が、左方に当て舵を取ったこ

とにより本件航路の針路線に沿って航行していると思い、船尾方に意

識を向けて航行を続けたため、本件灯標に接近し、本件灯標に接近し

ていることに気付くのが遅れ、Ｃ船と本件灯標とが衝突したものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、潮流の影響がある航路等狭い水路を航行する場合、圧流

を考慮して当て舵を十分に取り、頻繁にＧＰＳプロッターやレー

ダー等を使用して船位を確認し、航路標識から十分距離を離して

航行すること。 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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（令和元年１０月１４日 

１４時１２分ごろ発生） 
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写真１ Ａ船押船列            写真２ Ｃ船 

  

 

写真３ 本件灯標の損傷状況（１） 

 

 

写真４ 本件灯標の損傷状況（２） 

 
（写真３、写真４ 第四管区海上保安本部提供） 

昼標板の曲損 
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